
税
源
移
譲
に
伴
う
市
・
県
民
税
の
経
過
措
置

　

国
の
三
位
一
体
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て

平
成
19
年
に
国（

所
得
税）
か
ら
地
方

（

市
･
県
民
税）

へ
税
源
移
譲
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
平
成
18
年
中
と
19
年
中

の
所
得
に
変
動
が
な
い
場
合
、
税
源
移
譲

に
よ
っ
て
19
年
度
分
市
・
県
民
税
が
増
え

て
も
、
そ
の
増
え
た
分
が
19
年
分
所
得
税

か
ら
減
る
こ
と
で
市
・
県
民
税
と
所
得
税

の
合
計
の
負
担
額
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
な

仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
19
年
中
に
退
職
や
産
休
な
ど

に
よ
り
所
得
が
大
幅
に
減
り
所
得
税
が
課

税
さ
れ
な
か
っ
た
か
た
は
、
市
・
県
民
税

だ
け
が
増
額
に
な
り
、
税
負
担
が
増
え
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
か
た
は
「
平
成
19
年
度
分

市
・
県
民
税
減
額
申
告
書
」
を
提
出
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
19
年
度
分
市
・
県
民
税

を
減
額
（
完
納
さ
れ
て
い
る
か
た
は
還

付
）
し
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
か
た
は
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対 

象 

　

次
の
①
、
②
の
両
方
に
該
当
す
る
か
た

①
平
成
19
年
度
分
市
・
県
民
税
の
課
税
所

　

得
金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
除
く
）

　

が
、
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の

　

合
計
額
を
超
え
る
場
合

②
平
成
20
年
度
分
市
・
県
民
税
の
課
税
所

　

得
金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
含
む
）

　

が
、
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の

　

合
計
額
以
下
の
場
合

※
対
象
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は
、
申
告
書

を
６
月
末
日
に
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、

郵
送
さ
れ
て
い
な
い
か
た
で
、
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
か
た
は
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

〈人的控除額の差の一例〉

●
減
額
（
還
付
）
さ
れ
る
額

　

平
成
19
年
度
市
・
県
民
税
額
か
ら
税
源

移
譲
前
の
税
率
で
計
算
し
た
税
額
を
差
し

引
い
た
額
に
な
り
ま
す
。

●
申
告
期
間

　

７
月
１
日
〜
７
月
31
日

●
申
告
場
所
・
申
告
書
備
え
付
け
場
所

　

本
庁
税
務
課
・
支
所
市
民
生
活
課

※
転
入
・
転
出
し
た
か
た
は
、
平
成
19
年

　

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
で
申
告
し
て

　

く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

▽
こ
の
経
過
措
置
は
平
成
19
年
度
分
に
の

　

み
適
用
し
ま
す
。

▽
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
減
額
（
還

付
）
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

該
当
す
る
と
思

　

わ
れ
る
か
た
は

　

期
間
内
に
必
ず

　

申
告
書
を
提
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

 

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
市
民
税
係

(

☎
㉓
５
１
１
１
内
線
１
８
４
・
１
８
５)

　

「
経
済
的
な
理
由
で
納
め
る
こ
と
が
難

し
い
」
と
い
う
か
た
の
た
め
に
免
除
制

度
・
若
年
者
猶
予
制
度
（
30
歳
未
満
の
か

た
が
対
象
）
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
（
平
成
19
年
７
月
か
ら
20

年
６
月
分
ま
で
）
の
免
除
申
請
も
可
能
で

す
。
申
請
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

◆ 

免
除
制
度(

全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

　

申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
保
険
料
が
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
免
除
の
場
合
、

期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な
い
と
未
納

期
間
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆ 

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
（
学
生
を
除

　

く
30
歳
未
満
の
か
た
）　

　

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
年
金
手
帳
・
印
鑑
（
認
印
）

▽
失
業
中
の
場
合
は
離
職
票
ま
た
は
雇
用

　

保
険
受
給
資
格
者
証

▽
代
理
人
が
申
請
す
る
と
き
は
、
代
理
人

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
・
保
険
証
な
ど
）

 

問
い
合
わ
せ
先　

国
保
年
金
課
年
金
係

(

☎
㉓
５
１
１
１
内
線
２
４
４
・
２
４
５)

税
源
移
譲
に
伴

市

県
民
税
の
経
過
措
置

税
源
移
譲
に
伴
う
市
・
県
民
税
の
経
過
措
置

所得税 住民税 差　額

基礎控除 38万円 33万円 5万円

配偶者
控　除 38万円 33万円 5万円

一般扶養
控　除 38万円 33万円 5万円

特定扶養
控　除 63万円 45万円 18万円

同居老親
控　除 58万円 45万円 13万円


